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２０２２年７月２８日

文部科学大臣 末松 信介 様

「日の丸・君が代」問題等に関する質問書

「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会実行委員会

☆ 事前に文書でいただきたい資料

以下の資料を、事前に文書にていただけるよう、お願いします。

１．教員不足（欠員）の全国状況について、過去５年間の資料

２．昨年度の教科書検定における「訂正申請」に関する、以下の資料。

①文科省が開催した教科書を発行する 15 社の編集担当役員を対象とした「臨時説明会」の資料。

②「臨時説明会」において、訂正する場合は「６月末までに申請、８月頃、訂正申請を承認する」など、 日程も含

めて申請期限と承認時期を会議参加者に伝えた会議の記録。

③文科省が２０２１年９月８日「訂正申請承認」を決定した記録及び、決定に至った会議の記録。

Ⅰ 大阪府・市の教育行政に関する質問

１. 大阪府箕面市の「子ども成長見守りシステム」と「子ども家庭庁」施策に関連して

本年6月15日、政府は、子ども家庭庁」設置に関連する一連の法案を成立させ、2023年4月の発足に向けた準備を

進めている。同庁の政策は、「こども政策の推進に係る有識者会議」（清家篤座長）が昨年末にまとめた「報告書」を基

に具体化されるものと思われる。

「報告書」では、「必要なこども・家庭に支援が確実に届くようプッシュ型支援、アウトリーチ型支援への転換」が方針

化され、「ハイリスク家庭へのアウトリーチ支援の充実」と「個々のこどもや家庭の状況や支援内容等に関する教育・保

健・福祉などの情報を分野横断的に把握できるデータベースを構築」がセット化され、個人とその家庭に関わるあらゆ

る「データの蓄積」とAIによる「ハイリスク家庭」の判別・発見と早期の「支援（行政介入）」を提言している。こうしたやり

方を、児童虐待のみならず、「社会的養護経験者や困難な状況に置かれた若者の自立支援」についても、「ひとり親

家庭への支援」についても行うよう提言し、さらには、「全てのこどもたちの可能性を引き出す学校教育の充実」として

学校教育の内容への踏み込み前提とした行政介入を促していると思われる。

こうした方針の下で、関係省庁は大阪府箕面市の「子ども成長見守りシステム」(2017年～)を参考にすべき先進事

例の一つとしている。同システムは、箕面市が同市在住の0歳から18歳のすべての子どもの「家庭状況」「学習状況」を

はじめとするあらゆる情報を教育委員会内の「子ども未来創造局」に集積し、「生活困窮判定」「学力判定」「非認知能

力判定」の3つの要素でAIが「子どもの状態の総合判定」を定例で年に2回行う（必要に応じて随時・個別に判定）もの

である。子ども情報は、東京書籍(株)との提携事業として実施され、毎年の「ステップアップ調査」（i-check）による学力

テスト、体力テスト、アンケート等による「非認知能力」の解析結果が家庭状況の行政情報と統一して蓄積される。さら

に、同市内4校に教室内に設置された5台のカメラで子ども一人ひとりの動きを「自動解析」するシステムの実証実験も

行われている。

本件に関わる以下について、回答をお願いします。

（1）貴省が「子どもの貧困」と「貧困の連鎖根絶」対策の一環として進めてきた学校を「プラットーフォーム」とする

人的社会資源の連携を基本とする対応のための全校へのSCやSSWの十分な人数の配置、SC及びSSWの育

成、同職の労働環境の整備等の今後の施策の見通しを明らかにしてください。

（2）上記のような民間企業を中心とする個人情報管理によるAI判定の導入は、(1)の貴省方針を方向転換または

縮小するものではないですか。見解をお聞かせください。
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（3）「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利」と上記の行

政による個人情報（とくに子ども）の無断収集との整合性を説明してください。

２．チャレンジテストを生み出した全国学力テスト体制について

大阪府「チャレンジテスト」とそれを利用した「府内統一ルール」については、人権侵害を引き起こす恐れがあること

から、再三にわたり、その具体的な実態を示し、貴省による事実関係の調査とその結果に基づく具体的な対応を要請

してきた。ところが、貴省は、「入試における調査書の取扱いは、実施者である教育委員会が適切に判断すべきもの」

という回答に終始し、一向にことの重大性を認識されず事実調査をされなかった。下記（1）にあるよう、再度事実調査

を要請する。

そもそも「チャレンジテスト・府内統一ルール」は、全国学力・学習状況調査（以下、全国学力テスト）を入試資料に

利用しようとした大阪府教育委員会が、貴省により目的外活用として禁止されたため、始めた制度である。

大阪のテスト体制を生み出した元凶ともいえる全国学力テストについても多々問題が指摘されている。何のために

多額の予算をかけ、どのような学力を測ろうとされているのかが曖昧であり、行政調査としても、結果をどのような施策

に反映されているのかも不明である。さらに、都道府県（あるいは市町村・学校）間でテストの平均正答率を比較する順

位競争が苛烈を極めていることも大きな社会問題になっている。子どもの心身への負担、教員の多忙化、個人情報の

問題、CBAの導入、等々、問題は枚挙にいとまがない。ここでは下記（2）にあるよう、一点のみ貴省に要請する。

（1）チャレンジテストと府内統一ルールについては、人権侵害を引き起こす恐れがあります。その観点から、大阪

府教育委員会がいうところの目的・方法から乖離して行われている実態について調査をお願いします。

（2）2007年の開始以来、すでに500億円以上の予算を投じて毎年悉皆調査がなされています。多くの有識者が

指摘しているように都道府県や市町村の平均点競争を煽る悉皆調査は子どもや教員の心身の負担を増大し

ています。行政調査として行うならば悉皆調査ではなく抽出調査に変更をお願いします。

３．教員の過重労働に関する大阪地裁判決（6月28日）について

本年6月28日、長時間労働で適応障害を発症した大阪府立高校教諭が大阪府に慰謝料など約230万円の損害賠

償を求めた訴訟で、大阪地裁は、学校が適切な勤務管理を怠った結果、適応障害を発症したことを認め、大阪府に

請求通り全額の支払いを命じた。翌29日には吉村知事が原告らに謝罪の上、控訴しない方針を明らかにし判決は確

定した。同判決は部活動の指導を業務と認める判断を示し、学校現場に適正な勤務管理の徹底を求めている。また、

本裁判過程において、地方公務員災害補償基金府支部は22年2月、同教諭の申請通り公務災害（労災）と認定し、

適応障害の発症前3カ月間について、過労死ラインを超える月100時間前後の時間外勤務があった事実を認めてい

る。一方、府側は「業務量は他の教員に比べて特に過重だったわけではない」ことを根拠に原告請求の棄却を求めて

いる。つまり、「過労死ラインを超える月100時間前後の時間外勤務」は、「特に他の教員に比べて過重だったわけでは

ない」状況にあることを大阪府がやむを得ないものとして容認している事態が確認されたということである。

本件に関わる以下について、回答をお願いします。

（1）裁判の審理過程において、大阪府が、原告の時間外勤務の状況について「特に他の教員に比べて過重だっ

たわけではない」と反論している事実は、大阪府に限らず、教職員の過重労働を解消するための具体策が全

国共通の課題として求められていることを再確認するものである。本件原告は、判決後、教職員定数の大幅拡

充を最優先に掲げているが、貴省における緊急の対策及び今後における抜本的対策の内容とスケジュールを

明らかにしてください。

4．小学校校長「提言」の背景となった大阪市教育委員会の市長部局への従属について

大阪市教委は、昨年8月20日、「大阪市教育行政への提言 豊かな学校文化を取り戻し、学び合う学校にするため

に」を市長及び教育委員会に提出した大阪市立木川南小学校の久保敬校長への「文書訓告」を行った。

久保校長が、提言の提出に至った経過は以下だ。大阪府3度目の「緊急事態宣言」(4月25日)を決定する前の4月1



- 3 -

9日、松井大阪市長は、大阪市立小中学校の通常授業を中止させ「原則オンライン授業」に切り替えると突然の記者

発表を行う。市教育委員にも、学校現場にとっても「寝耳に水」の話。5月11日に定例開催された教育委員会議で、教

育委員から「報道によって初めて通知内容を知った」という発言があった。松井市長による独断と無法、教委の無責任

は、明らかに教育への不当介入の違法行為であり、市教委事務局も教育委員もその行為に抗うべき立場、少なくとも

批判的な意見を表明すべき立場にあったはずである。しかし、市教委は市長の指示に唯々諾々と従った。

提言書は、このような事態が起こる根底にあるものが何かについて言及し、「子どもたちを生き辛くさせているもの」

に大人が真剣に向き合うべきだと述べ、「今、価値の転換を図らなければ、教育の世界に未来はない」「『生き抜く』世

の中ではなく『生き合う』」世の中へ」「根本的な教育の在り方、いや政治や社会の在り方を見直し、子どもたちの未来

に明るい光を」と訴え、子どもたちと彼らが託された未来のために働こうと呼びかけている。

本件に関わる以下について、回答をお願いします。

（1）「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の施行(2015年)に当たって、教育長

の権限が強くなったとしても「いわゆるレイマンコントロールの考え方」「教育委員会の執行機関としての独立

性」「教育委員のチェック機能」は変わらないと貴省は説明していますが、上記の大阪市長及び市教委事務局

の対応には明らかな逸脱があるのではないか。貴省の見解をお聞かせください。

（2）大阪市は、市長の政治的な意向を各区の学校に直接持ち込むために、公募した区長に教育次長を兼務さ

せ、区毎の教育施策を策定する権限に加え、「学校カルテ」をもとにした学校評価（学校施策評価）と校長の人

事評価を行う教育次長権限を兼ね備えた権限を与えている。区長は、学校選択制の拡大と学校統廃合、小中

一貫校の設置などを主導している。市長の政治意図を酌んだ施策の実現を競い合う体制と言えるが、（1）に指

摘した教育委員会の執行機関としての独立性とチェック機能を蔑ろにするものではないか。

5．大阪府の「不起立・不斉唱の判断基準」と特別支援学校の卒入学式について

昨年度、本会が行った質問に対して、初等中等教育局特別支援教育課指導係 齊藤紫乃係長は、回答に対する

やりとりの中で、「起立や斉唱についての職務命令が科せられている中においても、その場で生徒さんが倒れたりと

か、そういう状態になったときに、その状況に応じて、学校長がその場合はその子の対応を優先してくださいという形

で、職務命令を解くというか、そこの指示は現場の状況に応じて、学校で行っていただくものと考えます。」と述べた。

しかし、これでは、職務命令を校長が解かなければ、受け持っている児童生徒の危急の場合でも、職務命令によって

起立及び斉唱をせざるを得ない教員は、職務命令違反を回避するために、職務命令の解除をまず校長に求めなけれ

ばならないということであり、その間、当該の児童生徒を命の危険にさらす場合さえありうる。咄嗟の教員の判断で起立

斉唱を取りやめて児童生徒のもとに駆けつける、しゃがんで寄り添う等が、事後的に「やむを得ざる理由」と判断される

かどうかが分からない状況で、当該の教員は懲戒処分を受ける覚悟をしなければならない。そして、教員が「処分」を

覚悟して行動したことによって「事なき」であればあるほど、当該の教員が懲戒処分を受ける可能性が増すということに

なりかねない。

これでは、児童生徒の命や安全と、自己の判断で起立斉唱の職務命令違反として処分されるかどうかの葛藤が常

に生じることになる。

この点につき再質問を行ったが、貴省は「例えば生徒の発作など緊急時においては、生徒の命や安全を優先させ

ることが必要であり、校長等が緊急時の対応について、あらかじめ決めておくことも考えられます。」「こうした緊急時の

対応も含め、式の実施方法や個々の具体的な場面においてどう対応すべきかについては、教育委員会や各学校長

が適切に判断するものと考えています。」（初等中等教育局特別支援教育課指導係）と回答した。

（1）当会は、「どう対応すべきか」について、大阪府教育委員会及び校長が「あらかじめ対応を決めておくこと」を

拒否し、あるいは「どう対応すべきか」を教職員には公表しない対応を取っていることへの文科省の対応を問題

にしている。子どもの命に関わる問題について、教育委員会が対応しない場合の「指導・助言」は貴省の役割

ではないか。「いじめ」への対応問題しかりである。誠実な回答をお願いしたい。
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Ⅱ、教育問題全般に関わる質問

１．ＩＣＴ教育についての質問

今年1月にデジタル庁（他に文科省、経産省、総務省）が発表した「教育データ利活用ロードマップ」(以下、「ロード

マップ」)は、個人情報の利活用しか念頭になく、個人情報保護に努めようとする姿勢が感じられません。また、「ロード

マップ」にある「学習者のID」については、マイナンバーカードとの紐づけが検討されており、学校における情報やその

後の就職情報など一生の情報が紐づけられる恐れがあり、これも個人情報保護の上で極めて問題だと思います。ま

た、ビッグデータを使ったAIによる「個別最適な学習」についても教育の在り方を大きく変更するものであり、教育はどう

あるべきかという根本から議論されるべきものと思います。

「ロードマップ」については、個人情報保護を基本に据えて再検討すべきと考えますが、それを前提に何点か質問

します。

(1)「教育データの蓄積と流通の将来イメージ(9,10ページ）」の「データ」を見ると、テスト履歴、健康履歴、体力履歴、N

DCコードなど、要配慮個人情報を含む機微情報が収集対象となっています。

ここには要配慮個人情報やテスト履歴など機微な個人情報が多数含まれています。また、図を見ると、行政、民間

企業、研究機関など広く利活用が予定されています。「思想良心の自由」やプライバシーの侵害にあたる可能性があ

ります。また、情報漏洩も心配されるところです。

①データ収集・利活用について、児童生徒・保護者の同意を得ることを前提としているのでしょうか、それは必要

ないと考えているのでしょうか。同意できない児童生徒に対しては、同意した児童生徒と同等の教育の質を担

保しなくてはならないと考えますが、文科省はどう考えますか。

②「ロードマップ」14ページには教育データの蓄積から「子供の学校での心理状況がわかる」「子供の興味関心が

よりわかる」など内心にかかわる情報も把握可能となっています。憲法19条「思想良心の自由」にかかわる問題

が生じると思われますが、文科省はどう考えますか。

(2)「生涯にわたる学びの環境整備（40ぺージ）」に関して質問します。
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（学習者の識別子(ID)について）

①「学習者の識別子(ID)」の設定は文科省が全国の児童・生徒を対象に行うのでしょうか。仮に、付与を拒否する

児童生徒がいた場合はどう対応しますか。

②マイナンバーカードと学習者のIDの紐づけの検討を今年度中に行うとされていますが、実施の方向で検討さ

れているのでしょうか。また、紐づける理由として「転校時のデータ持ち運び」が挙げられていますが、そのほか

にどういう理由が挙げられますか。

③「ロードマップ」は生涯学習も視野に入れています。「学習者の識別子（ID）」は、学生時代を越えて、個々人の

生涯の情報と紐づいたIDとすることを考えているようです。そうなると、教育上の指導を目的として収集した情報

が、その目的や期間を越えて保存・保管され続けることになりますが、それは問題とはならないのでしょうか。

２，埼玉超勤裁判で争点になっている「給特法」に関する質問

教員の時間外労働の未払い賃金と国家賠償を請求する裁判が東京高裁で係争中であり、2022年8月25日に控訴

審判決が示される予定である。焦点の「給特法」の解釈と運用について、一審さいたま地裁判決（2021年10月1日）と

東京高裁に提出された原告側学者意見書を基に、いくつか質問する。

（１）教員の自主的・自発的労働は労働時間ではないのか

これまで文科省は「教師の自発的な判断により行った業務は、労基法上の労働時間には当たらない」と解釈し、勤

務時間外に行われた営みの労働時間性を一律否定し、給与不払いを正当化してきた。

今回さいたま地裁判決では「自主的な業務の体裁を取りながら，校長の職務命令と同視できるほど当該教員の自

由意思を強く拘束するような形態での時間外勤務等がなされた場合には，実質的に職務命令に基づくものと評価す

べきである。」と、超勤の一部を初めて労働時間とみなした。ちなみに、直近の大阪地裁判決（2022年6月28日）でも、

部活動の指導を業務と認める司法判断が示され、大阪府が控訴しなかったので確定した。

教員として望ましい児童・生徒への対応行為の労働時間性を認めないことは、教育の劣化をもたらす。

いつまでも「指揮命令に基づく勤務」と「自主的な判断で自発的に行う勤務」を機械的に分けて前者しか労働時間と

して認めない解釈を改め、勤務実態に即した労働時間の認定を行い、適正な給与を支払っていただきたい。

（２）労働者の働く権利と使用者の健康安全配慮義務について

労働時間の上限が法律で定められている（労基法32条・36条・37条・120条）のは、人たるに値する生活（憲法25
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条、労基法1条）の侵害を許さないためである。

「給特法」では上限規制が撤廃されているが（給特法3条）、そのことは健康安全配慮義務（憲法25条、労基法1条）

の免除を意味しない。給特法7条には文科大臣に「教育職員の健康及び福祉の確保」「教育職員の業務量の適切な

管理」のために講ずべき指針を作成する義務が定められている。

ところが、さいたま地裁判決では「仮に当該教員の労働時聞が労基法32条に定める法定労働時間を超えていたとし

ても，直ちにかかる事実を認識し又は認識することが可能であったとはいえない」として使用者の義務を司法が免責し

てしまった。

本来使用者側には、「労働時間把握義務」（労基法89条「就業規則作成義務」、109条「記録保存義務」）と「労働時

間管理義務」（労基法108条「賃金台帳作成義務」、109条「記録保存義務」）が課されており、教員だからと言って労働

時間把握・管理が不可能と言うことはあり得ない。これを免責しては、無定量長時間労働は改善されない。

また「給特法」制定時の文部省訓令28号（現行平成15年政令484号）第一項には、「教育職員については、正規の

勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること」とあり、時間外労働を避ける方法と

して「勤務時間の割振り」が掲げられている。学校や校長に裁量を大きく与えれば、業務の日常的繁閑に機動的に対

応できて時間外労働をかなり削減出来るはずである。

時間外労働が常態化している職場は、校長が本来の義務と責任を果たしていない結果である。

校長が本来行うべき労働時間管理義務を徹底することで、「定額働かせ放題」と揶揄される低賃金長時間労働の現

状を一刻も早く改善し、使用者の責任で教員に最低限の健康で文化的生活を保障していただきたい。

３．「従軍慰安婦」などの歴史用語の教科書記述に対して、教科書を発行する 15 社の編集担当役員を対象とした

「臨時説明会」を開催して「訂正申請要請」を行い、文科省が２０２１年９月８日「訂正申請承 認」の形で、教科書会

社に「自主的」な形で「教科書記述」変更を強制したことについて

文部科学省は、「従軍慰安婦」「いわゆる従軍慰安」、「強制連行」「強制労働」の記述について、教科書 発行者 5

社から､現行版の中学校社会科、高校日本史・世界史（Ａ・Ｂ）および「現代社会」「倫理」並び に来年度から使用さ

れる高校歴史総合の各教科書、５社２９点について、「記述の削除や変更の訂正申請」 を承認したと２０２１年９月８日

に明らかにした。文科省は、9 月 8 日の「記述の削除や変更の訂正申請」 の承認する以前に、関係する教科書を

発行する 15 社の編集担当役員を対象に「臨時説明会」を開催し、「訂正する場合は６月末までに申請、８月頃訂正

申請を承認する」と会議参加者に伝えたとされていた。 これは、政府見解で教科書記述を恣意的に変えさせたことに

なり、「検定時」だけでなく、政府の時々の意向で教科書記述を変えさせることになり、日本国憲法の保障する「学問の

自由､言論・表現・出版の 自由」の蹂躙である。この「訂正申請」は、「自主的」の形をとっているが、明らかに文科省に

よる「教科書記述」変更の強要であると考える。私たちは、２０２１年９月８日の訂正申請承認を撤回し、元の記述に戻

すこと、更なる訂正申請の強要や文科大臣による訂正申請の勧告を行わないこと、政府見解とそれに基づく訂正申請

承認を撤回することを求めている。 同時に、私たちは、政府に対して、閣議決定された菅内閣の「答弁書（政府見解

4月27日）」である、

（1）「いわゆる従軍慰安婦」との記述は「従軍」と「慰安婦」の組み合わせも問題で今後は単に「慰安婦」 が適切であ

る。

（2）戦時における「朝鮮半島から日本への労働者の移入」は、「募集」「官斡旋」など様々な経緯があり、「強制連行」

または「連行」ではなく「徴用」を用いることが「適切」であるとした、「従 軍慰安婦」・「強制連行」などについての２

０２１年４月２７日の答弁書（「閣議決定」）を撤回することを求めている。また、私たちは、文部科学省が、政府見解

とそれに基づく訂正申請承認を撤回すること、 2014 年改定の「社会科および地理歴史並びに公民教科書検定

基準」を廃止することを求めている。

なお、昨年の文科省交渉の場で、この問題についての質問に対して、初等中等教育局教科書課教科書検定調

整専門官の村山嘉審氏は次のように回答している。

「河野談話と今回の閣議決定の答弁書の関係について、いわゆる河野談話、発表当時につきましては、従軍
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慰安婦という用語が、広く社会一般に用いられている状況であったことから、談話においては、「いわゆる従軍慰

安婦」という言葉を使用したものというふうに考えております。一方、今回の答弁書につきましては、近年の状況を

踏まえまして、従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招く恐れがあるということを、ただ「従軍慰安婦」または

「いわゆる従軍慰安婦」ではなく、単に「慰安婦」という用語を用いることが適切であるとの趣旨の閣議決定である

と考えております。また最高裁判所の判例につきましては、法的判断を指しているものと考えておりまして、ご指

摘いただいている判決内容につきましては、「軍隊慰安婦」や「強制連行」という用語について、法的判断がなさ

れたものではないというふうに考えておりますので、今回の閣議決定と相反するものとは考えておりません。従軍

慰安婦という用語の記載のある教科書については、今回の質問趣意書に対する答弁書で示された政府の統一

的な見解に基づいた記述となっていないと判断された場合については、検定意見の対象となるものというふうに

考えております。ただ、政府の統一的な見解や最高裁判所の判例を必ずしもそのまま記載することを求めるもの

ではなく、それらに基づいた記述となっていることについて、審議会の方で判断していただくこととなっておりま

す」

そして、昨年7月の交渉の場での参加者からの「Ｑ：各社を集めたことについて、ああいう形で訂正申請するために、

今までやらせたことないわけですよ。あんな形で各社を呼び寄せて集めたことに対して はどういう見解ですか」との質

問に対し、初等中等教育局教科書課教科書検定調整専門官の村山嘉審氏は次のように回答している。

Ａ（村山）：そちらにつきましては、今回の閣議決定というものが、教科書の記述にも関係があるのであろうということ

でありますし、今回の閣議決定の内容をキチンと各社さんにご理解いただきたいという ことで、説明会をさせてい

ただいたという趣旨でございます

昨年のこの場で、以上の交渉記録にある通り、初等中等教育局教科書課教科書検定調整専門官の村山嘉審氏

は、「政府の統一的な見解に基づいた記述となっていないと判断された場合については、検定意見の対象となるもの

というふうに考えております。ただ、政府の統一的な見解や最高裁判所の判例を必ず しもそのまま記載することを求

めるものではなく、それらに基づいた記述となっていることについて、審議会の方で判断していただくこととなっており

ます」、「今回の閣議決定というものが、教科書の記述 にも関係があるのであろうということでありますし、今回の閣議

決定の内容をキチンと各社さんにご理解いただきたいということで、説明会をさせていただいたという趣旨でございま

す」と回答された。

しかしながら、文科省は、9月8日の「記述の削除や変更の訂正申請」の承認する以前に、関係する教科書を発行す

る15社の編集担当役員を対象に「臨時説明会」を開催し、「訂正する場合は６月末までに申請、８月頃訂正申請を承

認する」と会議参加者に伝えたとされていた。

このことは、文科省が「教科書検定時」だけでなく、「教科書検定時」以外でも、政府の時々の意向で 教科書記述を

変えさせることが出来ることになり、「教科書検定時」以外のいつでも、教科書会社に（「自主的」な形で）「教科書記述」

の変更を強制出来るようになるという新しい事態である。

文科省は、「従軍慰安婦」などの歴史用語の教科書記述に対して、教科書を発行する 15 社の編集担当 役員を

対象とした「臨時説明会」を開催して「訂正申請要請」を行い、「臨時説明会」において、訂正する場合は「６月末まで

に申請、８月頃、訂正申請を承認する」など、日程も含めて申請期限と承認時期を 会議参加者に伝えた。文科省が

２０２１年９月８日「訂正申請承認」の形で、教科書会社に「自主的」な形で「教科書記述」変更を強制したことは、「教

科書検定時」だけでなく、「教科書検定時」以外でも、政 府の時々の意向で教科書記述を変えさせることになり、それ

は、日本国憲法の保障する「学問の自由､言論・表現・出版の自由」の蹂躙であることについて、どのように考えるの

か、文部科学省の明確な見解を 求める。

４．教員免許更新制廃止と新たな研修制度問題

（１）制度の欠陥が多く指摘されてきた「教員免許更新」制度が、２０２３年３月を以て終了することは誠に結構なことであ

る。文科省の近来にない勇断である。しかし、すべての行政施策には、総括が必要である。その観点から、質問す

る。
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①「教員免許更新」制度を廃止する理由は何か。その制度のどこに不備があったのか。文科省としての見解をお聞

かせ願いたい。「教員免許更新」に起因する免許の失効は、可能的な教員の数を減少させ、ひいては教育不足

の一因となった、という認識はあるか。また、導入を推進した関係者はどのような責任をとるのか。「教員免許更

新」制度は、時間、費用、事務手続き等の面で、教員のみならず学校関係者及び地方教育行政の担当者に多

大の負担を強いてきた。文科省としては行政責任をどのようにとるのか。

（２）欠陥の多かった「教員免許更新」制度に代えて、教育公務員特例法の改定によって新たな「研修」制度を導入し

ようとの趣旨であるが、すでに各教育委員会ごとに独自の教員研修制度がある。それらとの整合性をどう図るか、屋

上屋を重ねているとの危惧を禁じ得ない。また、教員研修の大前提である研修の自主性がどれだけ配慮されている

のかという疑念も生じる。以下、質問する。

①「研修実施者」「指導助言者」をあらたに設置するというが、具体的にどういう職にある者が担当することを想定し

ているのか。何らかの手当・報酬等も考えているのか。この研修計画は教育委員会が全体としておこなう研修を

想定しているのか、或いは学校ごとの研修計画も可能なのか。また「研修実施者」と「指導助言者」との間には何

らかの職階的なものがあるのか。

②「研修に関する記録」を任命権者が作成する、とあるが、この「記録」はどういう扱いなのか。「公文書」としての扱

いなのか、または任意の文書なのか。「指導助言」としての記録は個人情報である。これを文書として流通させる

ことは、個人情報保護の点から言っても問題ではないのか。また、「研修に関する記録」が何らかの教員の処遇と

連動することは無いと考えて良いのか。

③教員の研修は、教員自身の必要性と問題関心に基づいた自主的なものでなければならないし、そのような研修

が保障されない限り教員の資質の向上は図り得ない。新たな「研修」の体制においても研修の自主性は前提とな

っていると考えて良いか。

５．教員不足問題について

2022 年２月４日に末松文科大臣が記者会見をしており文科省のHPでも見ることができます。この中で2021年度始

業式の段階で全国の小中学校で2，086人の教員が不足していることが示されています。このことは重大で、憲法で示

されている教育を受ける権利が侵害されていることになります。採用倍率は2．6倍で、教員希望者がきわめて少ないこ

とが分かります。大臣が記者会見で述べていますように「危機的状況」にあります。以上のことから次を質問します。

（１）教員不足により、憲法で示された「教育を受ける権利」が侵害されている状況は、「危機的状況」というだけで

なく、教育行政の失敗を意味している。教育ができないという状況は、教育行政のあらゆる要素がここに凝縮さ

れており、教育行政全般の失敗であるといえるが、この「教育行政の失敗」の認識はあるのか。失敗の認識をも

ち、きちんと総括が行われなければ、今後も改善されないことになる。この認識はあるのか。

（2）教員不足の原因として、記者会見では「近年の大量退職」「教師の成り手自体の減少」などがあげられてい

る。また、働き方改革として、給特法の問題や部活動の問題が指摘されているが、同法の制定は1971 年であ

り、教員不足が大きな問題となってきたのはここ４～5年のことである。また、部活動に問題があるとする意見も

異なる。文化部などの部活動担当者の教員も長時間労働になっているのが実情だ。教員不足の原因は、教育

職が過酷な労働であり、希望者が少なかったり、中途退職者が多くなっていることによるというべきである。文科

省は、教員不足の根本的な原因がどこにあると考えているのか。

６．安倍元首相「国葬」閣議決定に伴う安倍元首相「国葬」への弔意・半旗掲揚・黙とうの強制について

１．政府は、7月22日の閣議決定で、安倍元首相「国葬」を9月27日に東京の日本武道館で行うことを決定した。岸田

首相は、内閣府設置法第4条『国の儀式』を根拠に「国葬」『法的根拠が必要なので内閣法制局に確認した』と言

い、「国葬」は閣議決定で可能だとするが、「国葬」の費用は全額国が賄い、その対象や形式、手続きなどを定めた

法令はない。戦前は「国葬令」があったが、戦後、日本国憲法の制定により、1947年に戦前の「国葬令」は失効し

た。首相は国の儀式を内閣府の所掌事務のひとつとした内閣府設置法を根拠にあげたが、基準がない以上、岸田
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政権の政治判断で決めたことになる。岸田政権は、「国葬」の根拠法もなく定義もないにも拘らず、国会で説明もせ

ずに「閣議決定」によって、安倍元首相「国葬」に巨額の国費を投じて国民に追悼を求める「国葬」を「国葬」を行う

にことなる。そして、安倍元首相「国葬」を行うということは、本来は個人の自由意思であるべき弔意を、安倍元首相

が行ってきた行為を国として正当なものとして評価し、国と国民をあげて安倍元首相を追悼することが正しいと国が

国民に押し付けることになる。「国葬」に伴う半旗の掲揚や、黙とうなどが強制されるなどの弔意・追悼の押し付け

は、日本国憲法第19条の「思想良心の自由」を侵害し決して許されない。

２．歴史的には、日本のアジア侵略戦争の指導者である東郷平八郎が1934年6月に、山本五十六が1943年6月に、

「国葬令」による「国葬」が行われている。戦後、1967年10月に「閣議決定」による「国葬儀」という形式での吉田茂元

首相の「国葬」が行われた。吉田元首相の「国葬」以降の首相経験者の葬儀は、内閣と自民党の合同葬が大半であ

る。安倍元首相以前に首相の連続在任が最長の７年８カ月だった佐藤栄作元首相は、政府、自民党、国民有志に

よる「国民葬」だった。その理由は、「国葬」は法的根拠があいまいなうえ、首相退任から死去まで３年足らずしかな

く、吉田茂元首相ほど歴史的評価が定まっていないことなどが理由とされた。1980年の大平元首相以降は、首相経

験者の葬儀は政府と自民党の合同葬が慣例となり、約5年間の長期政権となった中曽根康弘元首相の葬儀も政府

と自民党の合同葬であり、内閣として公費を使ってきたことにも批判があったこともその理由である。

３．岸田首相は、安倍元首相の葬儀について「内政・外交の大きな功績や、幅広い哀悼の意が表されていることに鑑

み、この秋にいわゆる『国葬』を行う。活発な弔問外交も予想される」と述べ、松野官房長官は「安倍元総理大臣は

憲政史上最長の8年8か月にわたり卓越したリーダーシップと実行力をもって厳しい内外情勢に直面するわが国の

ために内閣総理大臣の重責を担うなど、その功績は誠に素晴らしい、国の内外から幅広い哀悼・追悼の意が寄せ

られているなどを勘案し、国葬儀を執り行うこととした」と述べ、「国民に政治的評価を事実上強制する」として「国葬」

の実施に反対している意見に対し、「国民一人一人に政治的評価を強制するとの指摘は当たらない」と述べ「国葬」

を行う意義を説明すると述べた。

４．しかしながら、今回の安倍元首相「国葬」閣議決定は、「国葬」の法的根拠や国税を使うこと以上に、安倍元首相の

行った政策全体を礼賛するなかで「国葬」を行うことで、「日本国民」に安倍元首相の礼賛を強要することが大きな

問題である。例えば、沖縄の民意を踏みにじりながら辺野古新基地建設を強力に進め、日米地位協定見直し要求

も無視し続けた。安倍元首相の「台湾有事は日本有事」、「核共有」などの発言は、日本を再び戦場にしようとするも

のであった。また、安倍元首相は、その在任期間を通して民主主義を空洞化させた。「安全保障関連法」などで強

行採決を重ね、森友・加計問題、桜を見る会問題では長期政権のおごり、権力の私物化を続け、国会では虚偽の

答弁を積み重ね、公文書改ざんなどを引き起こした。また、戦後民主主義教育を破壊し、愛国心教育の強化に大き

く道を開いた教育基本法の改悪、「集団的自衛権行使」という名で海外派兵を行える「安全保障関連法」制定、さら

には、日本国憲法に保障された人権を侵害する「秘密保護法」や「共謀罪法」制定などを行った。安倍元首相の「国

葬」とは、国費を投じて国民に追悼を求めるものであり、以上のような、戦後民主主義、平和主義、人権尊重主義の

日本国憲法を在任期間中一貫して敵視し、「憲法改正」を目論んできた安倍元首相の「国葬」は、決して許されては

ならないものである。

５．報道によれば、末松信介文部科学大臣は7月22日の記者会見で、旧統一教会や関連団体との関係について、「メ

ッセージを送った事実や、（関係者が）パーティー券などを購入した事実がある」と明らかにした。末松氏の事務所

によると、パーティー券に関しては、関連団体の会員男性１人が2020年11月ごろと2021年8月ごろ、2万円のパーテ

ィー券を計4枚購入した。事務所の担当者は「（末松氏には当時）旧統一教会の関係者という認識はなかった」とし

た。末松氏は会見で「極めて常識の範囲内のことで、特別な付き合いの認識は全くない。選挙の支援も受けていな

い」「何か便宜を図るといったことは一切ない」と述べたとされるが、現文科大臣が旧統一教会や関連団体に「メッセ

ージを送った事実や、（関係者が）パーティー券などを購入した事実は、きわめて重大な問題である。

６．文部科学省は、2020年10月17日（土曜日）に行われた中曽根康弘元首相の内閣・自民党合同葬儀を巡り、弔意表

明について知らせる通知を国立大学や都道府県教育委員会などに送っている。菅内閣（当時）は、2020年10月2日

の閣議で、合同葬当日に各府省が弔旗を掲揚するとともに、10月17日午後2時10分に黙とうすることを閣議で了解
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し、同様の方法で哀悼の意を表するよう関係機関に協力を要望することも決めた。中曽根康弘元首相の内閣・自民

党合同葬儀の費用は政府と自民党が半分ずつで、葬儀全体の費用は約1億9000万円となり、政府が9643万円の

予備費支出を決定していた。10月17日の葬儀では、葬儀委員長を務める菅首相（自民党総裁）が追悼の辞を行っ

た。加藤勝信官房長官が萩生田光一文科相と武田良太総務相に、関係者らに周知するよう通知し、総務省は都道

府県知事と市区町村長に対し、葬儀中に黙とうするようお願いする文書を10月7日付で出している。以下は、加藤官

房長官が中曽根元首相の合同葬当日の弔意表明について、萩生田文科相に出した通知の複写（毎日新聞提供）

また、文科省は、藤原誠事務次官が2020年10月13日、国立大や文科省の機関、日本私立学校振興・共済事業

団、公立学校共済組合などの各トップに対し、加藤勝信官房長官名で、萩生田光一文部科学相宛てに出された文

書を添付し、「この趣旨に沿ってよろしくお取り計らいください」とする文書を送っている。この文書には、中曽根康弘

元首相の2020年10月17日葬儀当日の弔意表明に絡み、「教育委員会を始めとした関係機関等への協力方の要

望」について配慮を求めていた。さらに、文科省は、都道府県教委に対しては、弔意表明について「参考までにお

知らせします」とし、さらに市区町村教委への参考周知を依頼した。いずれの文書にも、明治天皇の葬儀で使われ

た弔旗の揚げ方を図で示した「閣令」や、黙とう時刻が午後2時10分であることを知らせる文書も添えられていた。

７．政府は「国民一人一人に喪に服すことを求めるものではない」とし、学校や官公庁などを休みにしない方針という

が、末松信介文部科学大臣は、学校現場に対して黙とうなどで弔意を示すよう求めるかどうかについて、「政府全体

の方針に沿って対応する」と述べるにとどめたと報道されている。「国葬」当日の9月27日は小中高では授業がある。

この間、安倍元首相の葬儀にあたり、弔旗を掲げたり記帳台や献花台を設置したりした自治体もあり、兵庫県三田

市教育委員会のように学校現場で半旗の掲揚を求めた事例もあった。私たちは、文科省が、9月27日の安倍元首

相「国葬」への弔意・半旗掲揚・黙とう等を全国の学校・教員・子どもたちに強制する「通知」を行うこと危惧している。

８．私たちは、文科省が、2020年10月17日の中曽根元首相の「政府と自民党の合同葬」の時と同じように、この度の安

倍元首相「国葬」において、文科省が、日本国憲法第19条の「思想良心の自由」を侵害する、安倍元首相「国葬」へ

の弔意・半旗掲揚・黙とう等を全国の学校・教員・子どもたちに強制する「通知」を行うことは、日本国憲法第19条の

「思想良心の自由」を侵害するものであり許されないと考えている。

＜質問＞文科省は、中曽根康弘元首相の「政府と自民党の合同葬」の時と同じように、この度の安倍元首相「国葬」

閣議決定に基づき、安倍元首相「国葬」への弔意・半旗掲揚・黙とう等を全国の学校・教員・子どもたちに強制す

る「通知」を行う予定なのか、文科省としての見解を示すことを求める。
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Ⅲ、「日の丸・君が代」の強制に関わる質問

１．2017年再任用拒否事案に対する違法判決確定（6月16日）について

2021年12月9日、大阪高裁は、卒業式の「君が代」不起立で２度の戒告処分を受けた大阪府立高校元教諭の再任

用を拒否した行為が違法であることを認め、大阪府に315万円の損害賠償を命ずる逆転判決を言い渡した。そして、

今年6月16日、最高裁が大阪府の上告を退け高裁判決が確定した。同判決は、「君が代」不起立の被処分者のみに

向けられた再任用拒否を違法であると断じた。

元教諭は2016年度末の定年退職を前に再任用を希望したが、校長から「今後、卒業式等における国歌斉唱時の

起立斉唱を含む上司の職務命令に従いますか？ はい、か、いいえ、でお答えください」という「意向確認」を受け

た。同教諭は、「そのような質問には答えられない」と、大阪府の就職指導の基本指針に従って自分自身が生徒に指

導してきた通りに、「思想・信条や世界観・人生観等に関わるような違反質問には答えない」と応えた。しかし、大阪府

教委は、再任用にあたっての「意向確認ができなかった」ことを理由として再任用を拒否した。

確定した高裁判決は、まず「雇用と年金の接続」の社会的要請を受け大阪府でも再任用希望者のほぼ全員が採用

されている事実を認定している。その上で、府教委が任命権者の「裁量権」を根拠に不起立のみを理由に戒告処分を

受けた同教諭の再任用を拒否する一方で、「生徒への３回に渡る暴力」で減給という重い処分を受けたＡ氏が同じ年

に再任用に合格している事実が著しく合理性を欠くと断じた。また、勤務実績等についての校長の内申がすべて｢適｣

であったことや過去の「君が代」処分の最高裁判例を引いて「事案の性質等を踏まえた慎重な考慮を必要とする」こと

等々をあげ、府教委の判断は客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くもので、裁量権の逸脱・濫用にあたると認定

した。

本件に関わる以下について、回答をお願いします。

（1）本件は大阪おける特殊な事案ではない。少なくとも東京都教委において「君が代」起立斉唱を指示する「職

務命令違反」を再任用決定にあたる「特に重要な要素」として再任用拒否が強行されてきた。本件確定判決に

基づいて、再任用採否の制度及び運用状況につき全国的調査を行い、文科省として責任ある対応をとる必要

があるのではいか。

（2）東京都教委は、再任用拒否を適法と判断した最高裁第1小法廷2018.7.19判決における「君が代」起立斉唱

を命ずる職務命令に違反したことを不利益に考慮し、「これを他の個別事情のいかんにかかわらず特に重視す

べき要素であると評価し、そのような評価に基づいて本件不合格等の判断をすることが、その当時の再任用制

度等の下において、著しく合理性を欠くものであったということはできない。」を口実にして、「雇用と年金の接

続」に関する総務省通知摘要以降でも年金の一部支給開始以降は「君が代」不起立を「特に重視すべき要

素」として再任用拒否（65歳以下年齢の打ち切り）できると判断し、当該教職員への「63歳打ち切り通告」を強

行している。大阪高裁確定判決によれば、「再任用打ち切り」の違法性は明らかであるが貴省の見解をお聞か

せください。

２．「君が代」の歌詞の意味さえ知らないまま児童・生徒に謳わせるのは「教育」ではなく「調教」だ。

大阪の多くの学校では、児童・生徒に対する「君が代」指導において、概略「国歌は大切、日本の国歌は『君が

代』、国歌『君が代』をしっかり歌おう」しか伝えず、児童・生徒の多くが「君が代」の歌詞の意味さえ知らない状況があ

る。意味も教えずにただ歌えというのは「教育」ではなく「調教」である。大阪市教育員会は、一切の指導資料を作成せ

ず、教職員への研修も一切行っていない。

国旗国歌法制定時の内閣総理大臣談話には「今回の法制化は、国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たに義務

を課すものではありませんが、本法律の成立を契機として、国民の皆様方が、「日章旗」の歴史や「君が代」の由来、歌

詞などについて、より理解を深めていただくことを願っております」とあったにも関わらず、大阪市教育委員会は学習指

導要領には国旗・国歌一般でなく「日の丸」「君が代」の由来・歴史・意味等の記述がなく、それらを教えるべきとする

記述もないことを根拠に、現在の状況を問題だと認めていない。そこで、以下、質問する。

１．文部科学省として、「日の丸」「君が代」の由来・歴史・意味等、児童・生徒の指導に活かすことのできる指導資
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料は制作しているか。それとも、それは各学校で具体化せよとの立場か。

２．『学習指導要領』に、「日の丸」「君が代」の由来・歴史・意味等、全ての児童・生徒が発達段階に応じて学ぶよ

う、明記すべきではないか。

３．学校の卒業式等に位置付けられ、児童・生徒が起立・斉唱を求められる「君が代」指導にかかわって、最低限

求められるのは、以下の項目の情報提供（説明）と考えるが、見解はどうか。

【必要な情報提供の項目】（具体的内容は、付属資料）

（1）「君が代」の歴史

①和歌だった「君が代」

②明治以降の国歌とされてきた「君が代」

③1999年に国旗国歌法ができたときの政府の「君が代」の意味についての説明

（2）卒業式・入学式に国歌「君が代」斉唱が位置づけられている理由

（3）国旗・国歌、「日の丸」・「君が代」についてどう考えるか、そして学習したことを受けて最終的には起立・

斉唱するかどうかは、ひとりひとりの問題

（付属資料）＜国歌「君が代」斉唱にかかわって学校が説明すべき事項と内容＞

①学習指導要領解説・小学校社会第 6 学年記載の「国旗と国歌の意義について」の③『我が国の国旗と国歌はそれぞれの歴史

を背景に、長年の慣行により、「日章旗」が国旗であり、「君が代」が国歌であることが広く国民の認識として定着していることを踏

まえて』と1999年8月9日「内閣総理大臣の談話」の『本法律の成立を契機として、国民の皆様方が、「日章旗」の歴史や「君が代」

の由来、歌詞などについて、より理解を深めていただくことを願っております。』にかかわる歴史的事実の説明について

(ア)歌詞のもとになったのは、目上の人の長寿を願う和歌

「君が代」の歌詞のもとになった和歌が文字になった最初のものと知られる古今和歌集では、出だしの「君が代は」が

「わが君は」になっていたことから、元歌の和歌は、（「君」は天皇を指したかどうかわからないが）意味としては、目上の人の

長寿を願うものだったことがほぼ確実とされている。

（イ）江戸時代までの変遷・扱われ方

歌い継がれているうちに、「君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで」となったが、

江戸時代までは、意味付けや節回し等は様々な形で、主に、めでたい席等で歌われていた。

（ウ）曲をつけ、新しい意味づけを行った明治政府

明治になって、薩摩藩の砲兵隊長大山巌が「君」を天皇に限定し、「天皇陛下を祝する歌」として「君が代」を海軍の儀礼

曲とすることを提案。イギリス人の軍楽隊長フェントンが曲をつけ、1870 年に初めて演奏された。しかし、歌詞と曲の調子が

あっていないと不評であったため、1880 年、宮内省雅楽課林広守の責任で作曲し直し（実際の作曲者は、奥好義と林広

季のようである）、ドイツ人音楽教師エッケルトが編曲してできあがった。

（エ）「教育勅語奉読」を中心とする学校儀式の中に、「天皇陛下の御代万歳」の意味だとして斉唱が位置づけられた「君が代」

1900(明治 33)年8月21日の「小学校令施行規則」（文部省令第十四号）第28条

第二十八条 紀元節、天長節及一月一日二於テハ職員及児童 、学校二参集シテ左ノ儀式ヲ行フヘシ

ー 職員及児童「君力代」ヲ合唱ス

ニ 職員及児童ハ天皇陛下皇后陛下ノ御影二対シ奉リ最敬礼ヲ行フ

三 学校長ハ教育二関スル勅語ヲ奉読ス

四 学校長ハ教育二関スル勅語二基キ聖旨ノ在ル所ヲ誨告ス

五 職員及児童ハ其ノ祝日二相当スル唱歌ヲ合唱ス

〔以下 略〕

（オ）大日本帝国憲法下の「君が代」の意味

教育勅語の内容を子どもたちに徹底するための筆頭教科である修身教科書には「この歌は、『天皇陛下のお治めになる

御代は、千年も萬年もつづいて、おさかえになりますやうに。』といふ意味で、國民が、心からおいはひ申しあげる歌であり

ます。『君が代』の歌は、昔から、私たちの先祖が、皇室のみさかえをおいのりして、歌ひつづけて来たもので、世々の國民

のまごころのとけこんだ歌であります。」と記載されていた。

②国旗国歌法の制定とその時に政府が示した日本国憲法下での「君が代」の意味

1999年8月、国旗国歌法が制定され、「日の丸」が国旗、「君が代」が国歌とされた。その際、政府は、大日本帝国憲法下での

「天皇治世の永遠を願う歌」との意味づけでは、日本国憲法の原則である「国民主権」と矛盾するため、現在の憲法に矛盾しな
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いように歌詞の解釈を変更し、現在の日本国憲法下での「君が代」の解釈を次のように示した。

「日本国憲法下にあっては、国歌君が代の『君』は、日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本

国民の総意に基づく天皇のことを指しており、『君が代』とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象

徴とする我が国のことであり、『君が代』の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当」。

③国歌斉唱を卒業式・入学式に位置付けている理由

④国歌斉唱と子どもの権利条約

３．児童生徒に対する国旗・国歌の指導について

児童生徒に対する国旗・国歌の指導についての政府統一見解は次の通りである。

「このことは，児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでなく，あくまでも教育指導上の課題

として指導を進めていくことを意味するものでございます。」（1999年）

ここでは「強制」はせずに「指導」するというのだが、その違いが漠然としていて分かりにくい。

（１）「強制」と「指導」をどこで線引きするのか、具体的に教示されたい。

（２）具体的な国旗・国歌の指導方法については、各学校あるいは設置者である教育委員会が学習指導要領に

従って適正に実施するとしているが、これまで生徒指導上の不適正な取扱いは生じていないのか、実態を文

科省は把握しているのか。不適正な取扱いを把握して、指導・助言したことはあるのか。

（３）生徒には、起たない自由、歌わない自由があると確認して間違いないか。

４．学習指導要領における世界人権宣言の扱い

わが国は、国際人権諸条約を多数批准し、現在５期目の人権理事国も勤めるなど、「普遍的価値としての人権及

び基本的自由を擁護・促進する政策を推進」することを対外的に約束し実施中である。「人権教育のための国連１０

年」（1994年）では「人権教育を推進し世界人権宣言の理念を普及するために、国内行動を計画すること」を国連総

会で採択している。また『学習指導要領』においては「国際社会において尊敬され信頼される日本人を育てる教育」

を謳っている。

それなのに、『学習指導要領』で『憲法』については小学校６年生から発達段階に応じて学習するよう明記されて

いるのに対し、国際社会における人権の憲法と言うべき『世界人権宣言』は『学習指導要領』本体には全く記載がな

い。『高校学習指導要領解説』で選択科目「政経」にやっと出てくるだけである。これではほとんどの生徒が、国際的

に承認されている普遍的人権の理念を学ばないまま卒業していってしまうことになる。

『世界人権宣言』を学ぶことは国際社会における人権教育の基本であり、発達段階に応じて普遍的人権の理念

を学べるよう『学習指導要領』に『世界人権宣言』を速やかに明記されたい。

５．CEART（ILO/UNESCO教員勧告適用合同専門委員会）第14回勧告について

2022年6月10日に、上記の勧告がILO総会で承認されました。そのうちのパラグラフ196は、以下のように述べていま

す（なかまユニオン翻訳）。

196．合同委員会はILO理事会およびユネスコ執行委員会が日本政府に対し以下のことを奨励するよう勧告する。

a) 苦情申し立てのメカニズムや教員評価に関連する問題を含め、意見の相違の解決や1966年勧告の理解

を目的として、国及び地方レベルにおけるこの申し立てに関して教員団体との社会的対話を促す環境を作

りだし

b) 教員団体と協力して、この申し立てに関する合同委員会の見解と勧告の日本語訳の作成に取り組み

c) 勧告の原則がこの申し立ての文脈で適用され進められることを最も確実にする方法に関して、適切なガイ

ダンスとともに、この翻訳を地方自治体と共有し

d) 懲戒処分のメカニズムと方針、および愛国的な儀式；教科書の選択に関する方針と実践に関する規則に

関連する勧告を含む、この申し立てに関して合同委員会によってなされた以前の勧告を十分に考慮し

e) 上記の勧告に対し合同委員会に情報を提供する努力を継続すること。
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この勧告にある「教員団体と協力して…合同委員会の見解と勧告の日本語訳の作成」等をどのように行うのか。また

この翻訳を地方自治体と共有される予定があるのかについてお答えください。

６．学習指導要領に「日本人としての自覚」という言葉があることの問題

日本の学校には、外国籍の児童・生徒も数多く学んでいる。『子どもの権利条約』は、多様性の尊重と差別の禁

止を謳っている（第２条）。ところが『学習指導要領』では、「生活文化の多様性と国際理解」など多様性の尊重を掲

げる一方で、道徳・国語・公民などにおいて「日本人としての自覚」を身につけることをうたっている。公教育の場で

日本人ではない児童・生徒が、自らのアイデンティティーを否定されるような学習を強いられることは深刻な人権問

題と言わなければならない。外国籍の児童・生徒に「日本人としての自覚」を授業での押しつけることがあってはなら

ないと考える。『学習指導要領』から、この文言を削除することを検討されたい。


